
JP 2013-166311 A 2013.8.29

10

(57)【要約】
【課題】インタフェースの接続状態に従って電源オフ状
態又はスリープ状態への移行処理を行う画像処理装置、
その制御方法、及びプログラムを提供する。
【解決手段】本画像処理装置は、画像処理装置の電力状
態を変化させる条件を満たした場合に、外部装置との通
信が可能な接続状態にあるインタフェースを確認し、確
認結果に基づいて、画像処理装置がスリープ状態への移
行が可能であるか否かを判定し、画像処理装置が所定の
電力以下で動作するスリープ状態への移行が可能である
と判定されると、画像処理装置をスリープ状態へ移行さ
せ、画像処理装置が所定の電力以下で動作するスリープ
状態への移行が不可能であると判定されると、画像処理
装置を電源オフに制御する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置を接続するための複数のインタフェースを備える画像処理装置であって、
　前記画像処理装置の電力状態を変化させる条件を満たした場合に、外部装置との通信が
可能な接続状態にあるインタフェースを確認する確認手段と、
　前記確認手段による確認結果に基づいて、前記画像処理装置がスリープ状態への移行が
可能であるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記画像処理装置が所定の電力以下で動作するスリープ状態への
移行が可能であると判定されると、該画像処理装置をスリープ状態へ移行させ、前記判定
手段によって前記画像処理装置が所定の電力以下で動作するスリープ状態への移行が不可
能であると判定されると、該画像処理装置を電源オフに制御する電源制御手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、
　前記確認手段によって確認された接続状態にあるインタフェースが複数存在するか否か
を判定し、複数存在する場合は前記画像処理装置が所定の電力以下で動作するスリープ状
態への移行が不可能であると判定することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記複数のインタフェースごとにスリープ状態における消費電力が予め記憶された記憶
手段を備え、
　前記判定手段は、
　前記確認手段によって確認された接続状態にあるインタフェースが複数存在するか否か
を判定し、接続状態にあるインタフェースが１つのみの場合は、前記記憶手段に記憶され
た当該インタフェースのスリープ状態における消費電力を参照し、前記所定の電力以下で
動作することが可能な場合にはスリープ状態への移行が可能であると判定し、前記所定の
電力以下で動作することが不可能な場合にはスリープ状態への移行が不可能であると判定
することを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　接続状態にあるインタフェース及び接続状態にある複数のインタフェースの組み合わせ
ごとに、スリープ状態において、前記所定の電力以下での動作が可能であるか否かの可否
情報が予め記憶された記憶手段をさらに備え、
　前記判定手段は、
　前記確認手段によって確認された接続状態にあるインタフェースが、前記記憶手段にお
いて前記所定の電力以下での動作が可能であると定義されていればスリープ状態への移行
が可能であると判定し、前記記憶手段において前記所定の電力以下での動作が不可能であ
ると定義されていればスリープ状態への移行が不可能であると判定することを特徴とする
請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記記憶手段には、さらに、接続状態にあるインタフェース及び接続状態にある複数の
インタフェースの組み合わせごとに、複数のインタフェースの組み合わせの場合には、当
該複数のインタフェースの中での優先順位が予め記憶されており、
　前記判定手段は、
　前記確認手段によって確認された接続状態にあるインタフェースが、前記記憶手段にお
いて前記所定の電力以下での動作が不可能であると定義されてる場合に、前記接続状態に
あるインタフェースが複数のインタフェースの組み合わせであるか否かを判定し、
　単独のインタフェースであればスリープ状態への移行が不可能であると判定し、
　複数のインタフェースの組み合わせであれば前記記憶手段の優先順位を参照し、優先的
に接続状態を維持するように指定されたインタフェースが前記所定の電力以下での動作が
可能であればスリープ状態への移行が可能であると判定し、優先的に接続状態を維持する
ように指定されたインタフェースが前記所定の電力以下での動作が不可能であればスリー
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プ状態への移行が不可能であると判定することを特徴とする請求項４に記載の画像処理装
置。
【請求項６】
　前記電源制御手段は、
　前記判定手段によって前記画像処理装置が所定の電力以下で動作するスリープ状態への
移行が可能であると判定された場合に、接続状態にある前記複数のインタフェースのうち
、前記優先的に接続状態を維持するように指定されていないインタフェースへの電源供給
を停止することによって、該画像処理装置をスリープ状態へ移行させることを特徴とする
請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　外部装置を接続するための複数のインタフェースを備える画像処理装置の制御方法であ
って、
　確認手段が、前記画像処理装置の電力状態を変化させる条件を満たした場合に、外部装
置との通信が可能な接続状態にあるインタフェースを確認する確認ステップと、
　判定手段が、前記確認ステップによる確認結果に基づいて、前記画像処理装置がスリー
プ状態への移行が可能であるか否かを判定する判定ステップと、
　電源制御手段が、前記判定ステップにおいて前記画像処理装置が所定の電力以下で動作
するスリープ状態への移行が可能であると判定されると、該画像処理装置をスリープ状態
へ移行させ、前記判定手段によって前記画像処理装置が所定の電力以下で動作するスリー
プ状態への移行が不可能であると判定されると、該画像処理装置を電源オフに制御する電
源制御ステップと
を実行することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の画像処理装置の制御方法における各ステップをコンピュータに実行さ
せるためのプログラム。
【請求項９】
　外部装置を接続するためのインタフェースを備える画像処理装置であって、
　前記外部装置との通信が可能な接続状態にあるインタフェースの種類又は数を確認する
確認手段と、
　前記画像処理装置の電力状態を変化させる条件を満たした場合に、前記確認手段による
確認結果に基づいて、前記画像処理装置の電力状態を第１電力状態に移行させる否かを判
定する判定手段と、
　前記判定手段によって前記画像処理装置の電力状態を第１電力状態に移行させると判定
した場合に、前記画像処理装置を第１電力状態に移行させ、前記判定手段によって前記画
像処理装置の電力状態を第１電力状態に移行させないと判定した場合に、前記画像処理装
置を第２電力状態に移行させる制御手段と
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、省電力制御を有する画像処理装置、その制御方法及びプログラムに関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境保全の観点から、プリンタを含みコンピュータ周辺機器に対しても、エ
ネルギ消費の削減が求められるようになってきている。その際、所定の条件が満たされた
周辺機器においては、自動的に低消費電力状態に移行することが、国際的な規格として要
求されてきており、省エネルギとユーザの利便性は機器開発の重要なテーマとなっている
。
【０００３】
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　また、機器によっては、低消費電力状態の電力の消費も抑えるために、自動的に電源を
ＯＦＦする機能を備えた装置も開発されている。特に最近においては、電気代の節約やＣ
Ｏ２排出量の削減につながり、ユーザの間でも関心が高まっている。企業においても、企
業規模の大小に関わらず、社会的責任として、省エネルギを怠ることはできず、省エネ技
術の取り組みも盛んに行われている。
【０００４】
　低消費電力状態への移行の制御方法として、特許文献１には、プリント動作が停止した
後における一定時間経過後の制御方法が記載されている。その際、予め印刷を行わない時
間帯を設定しておき、スリープモードに移行する際に、前記予め定められた時間帯であれ
ば電源をオフし、そうでなければ、スリープモードに移行する制御を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－１４２９４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術には以下に記載する問題がある。上記従来例では、印刷動
作が一定時間行われない場合に、スリープモードに移行する制御において、予めプリント
を行わない時間帯を設定しておき、当該予め定められた時間帯であれば電源をオフし、そ
うでなければ、スリープモードに移行する制御を行っている。つまり、スリープモード又
は電源オフへ移行する際に、予め印字を行わない時間帯を定め、その時間帯の範囲に基づ
いた判断しか行っていない。
【０００７】
　また、一度電源をＯＦＦしてしまうと、スリープ状態で待機させることと異なり、利用
可能状態に戻るまでに時間がかかってしまう。特に、ネットワークで使用するプリンタに
おいては、多人数で使用するため、利用者全ての使用状況を把握することは困難である。
また、機器によっては、電源を入れた時や終了する時に多くの電力を消費してしまうため
、短い時間に電源のＯＮ／ＯＦＦが発生すれば、節電の効果を悪くするといった問題があ
った。
【０００８】
　本発明は、上述の問題に鑑みて成されたものであり、インタフェースの接続状態に従っ
て電源オフ状態又はスリープ状態への移行処理を行う画像処理装置、その制御方法、及び
プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、例えば、外部装置を接続するための複数のインタフェースを備える画像処理
装置であって、前記画像処理装置の電力状態を変化させる条件を満たした場合に、外部装
置との通信が可能な接続状態にあるインタフェースを確認する確認手段と、前記確認手段
による確認結果に基づいて、前記画像処理装置がスリープ状態への移行が可能であるか否
かを判定する判定手段と、前記判定手段によって前記画像処理装置が所定の電力以下で動
作するスリープ状態への移行が可能であると判定されると、該画像処理装置をスリープ状
態へ移行させ、前記判定手段によって前記画像処理装置が所定の電力以下で動作するスリ
ープ状態への移行が不可能であると判定されると、該画像処理装置を電源オフに制御する
電源制御手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、インタフェースの接続状態に従って電源オフ状態又はスリープ状態への移行
処理を行う画像処理装置、その制御方法、及びプログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る印刷システムの構成を示す図。
【図２】第１の実施形態に係る印刷装置の概略構造を示す断面図。
【図３】第１の実施形態に係るフローチャート。
【図４】第２の実施形態に係るフローチャート。
【図５】第１の実施形態に係る外部装置との接続図。
【図６】第１の実施形態に係る電力と優先順位を示した管理テーブル。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。なお、以下の実施
形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものでなく、また実施形態で説明されている
特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須のものとは限らない。
【００１３】
　＜第１の実施形態＞
　＜画像処理装置の構成＞
　以下では、図１乃至図３、図５を参照して、本発明の第１の実施形態について説明する
。まず、図２を参照して、本実施形態における画像処理装置であるプリンタ２の構成例に
ついて説明する。図２に示すように、プリンタ２は、操作パネル２００、プリンタ制御ユ
ニット２０１、給紙カセット２０２、手差しトレイ２０３、紙送りユニット２０４、現像
ユニット２０５～２０８、レーザスキャナユニット２０９、定着ユニット２１０、及び排
紙トレイ２１１を備える。
【００１４】
　プリンタ２は、ホストコンピュータ等の各種外部装置からデータが入力され、記録媒体
上への記録を実行する。本実施形態によれば、プリンタ２にはレーザビームプリンタが適
用されている。しかしながら、本発明はこれに限定されず、ネットワークに接続可能な画
像処理装置であれば適用可能である。
【００１５】
　プリンタ２には、外部に接続されているホストコンピュータから供給される印字情報（
文字コード等）やフォームパターン情報、又は圧縮された画像データなどが入力される。
入力された画像データは記憶されると共に、それらの情報に従って対応する文字パターン
やフォームパターン等が作成され、又は圧縮された画像データが展開されながら、記憶媒
体である記録紙上に画像が形成される。
【００１６】
　操作パネル２００は、各種操作のためのスイッチ及びＬＥＤ表示器などが配置される。
プリンタ制御ユニット（コントローラ）２０１は、プリンタ２における全体の制御を実行
すると共に、ホストコンピュータ等から供給される文字情報などを解析する。このプリン
タ制御ユニット２０１は、主に文字情報を、対応する文字パターンのビデオ信号に変換し
たり、圧縮された画像データを展開しながらレーザスキャナユニット２０９に転送したり
する。
【００１７】
　プリントが開始されると、プリンタ２は、給紙カセット２０２又は手差しトレイ２０３
より記録紙を装置内に給送するための給紙動作を開始する。こうして給紙された記録紙は
、紙送りユニット２０４に送られ、現像ユニット２０５、２０６、２０７、２０８を順次
通過するように搬送される。このとき同時に、プリンタ制御ユニット２０１で展開された
各色毎の画像データは、画像変換処理が行われた後、レーザスキャナユニット２０９に送
られる。
【００１８】
　レーザスキャナユニット２０９は、半導体レーザを駆動するための回路であり、入力さ
れた画像データに応じて半導体レーザから露光されるレーザ光のＯＮ/ＯＦＦを切り替え
る。レーザスキャナユニット２０９に送られた画像データは、各色毎に、その画像データ
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に基づいて現像ユニット２０５、２０６、２０７、２０８の感光ドラム上に静電潜像を形
成し、各色に対応して現像化され、所望のカラー画像（現像剤像）が形成される。
【００１９】
　この各色毎の画像データの形成を、記録紙の搬送に同期させることにより、搬送ユニッ
ト２０４を搬送される記録紙上に各色のカラー画像が転写される。また、現像ユニット２
０５、２０６、２０７、２０８には、トナーの残量を検知するセンサーが取り付けられて
おり、トナーの減少に応じて、センサーからの情報が記録部の制御系に送られる。こうし
てカラー画像が印刷された記録紙は、定着ユニット２１０によって熱定着が行われ、排紙
トレイ２１１に排出される。このようなプリンタ２の構成により、各色毎に独立して現像
ができるために、非常に高速にプリント画像を得ることができる。
【００２０】
　＜プリンタ制御ユニットの構成＞
　次に、図１を参照して、上述のプリンタ２におけるプリンタ制御ユニット２０１の詳細
な構成例について説明する。図１に示すように、プリンタ制御ユニット２０１は、ＣＰＵ
１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、電源制御部１０４、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ部１０６、Ｌ
ＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０７、ＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０８、パネル制御部１０９、及びエンジン
制御部１１０を備える。
【００２１】
　各インタフェース部１０６、１０７、１０８は、外部装置（ホストコンピュータ等）と
接続され、外部装置１１１～１１３からコードデータや圧縮されたイメージデータが入力
される。各インタフェース部１０６～１０８は、インタフェースの種類に応じて、ＵＳＢ
　Ｉ／Ｆ部１０６、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０７、ＷＬＡN　Ｉ／Ｆ部１０８と独立したＩ／
Ｆ部を有する。
【００２２】
　ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２に格納された制御プログラムを実行し、プリンタ２を統
括的に制御する。ＲＡＭ１０３は、ホストコンピュータから送られてきた、プリントする
ための記録データを蓄えておく領域や、ワークメモリとして、ＣＰＵ１０１が各種制御を
実行する際に必要な作業領域を提供する。ＲＯＭ１０２は、ＣＰＵ１０１が実行するため
の各種プログラム（ファームウェア）を格納する。
【００２３】
　各インタフェース部１０６～１０８では、インタフェースケーブルで接続され、ホスト
コンピュータとの制御信号のやり取り、及びデータの送信等を行なう。また、データ受信
に関しては、ホストコンピュータから転送された画像データを、ＲＡＭ１０３へ格納し、
印字する際に、エンジン制御部１１０に転送する。エンジン制御部１１０では、ＲＡＭ１
０３から転送されてくる画像データを、エンジン部１０５から送られる、同期信号に応じ
て、画像データを出力する。パネル制御部１０９は、パネル２００に表示する情報を制御
したり、パネル２００に装備されているスイッチ等の情報を監視している。
【００２４】
　電源制御部１０４は、メインの電源スイッチのＯＮ／ＯＦＦを監視し、装置全体の電源
の管理をすると共に、プリンタ制御ユニット２０１の、各部に対する電源の供給を制御す
る。本実施形態に係るプリンタ２は、電源制御部１０４による電源制御状態として、例え
ば、スタンバイ状態、スリープ状態、及び電源オフ状態に制御される。スタンバイ状態は
、プリンタ２が起動した状態であり、印刷命令等を受けると直ぐに印刷を実行可能な状態
であり、プリンタ２に含まれる全てのデバイスへ電力が供給されている状態である。また
、電源オフ状態は、プリンタ２に含まれる全てのデバイスへの電力供給が停止している状
態である。また、スリープ状態は、一定時間が処理が行われていない場合に移行する省電
力状態であり、必要最低限の一部のデバイスのみに電力が供給されている状態である。本
実施形態に係るプリンタ２は、スリープ状態において、例えば、接続状態にあるインタフ
ェース部のみに電源を供給する。これにより、スリープ状態においても、接続状態にある
外部装置からの通信を受け付けることができる。なお、本発明は、このような制御に限定
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されず、プリンタ２が配置されるシステムの仕様によってスリープ状態時において電源供
給を行うデバイスを変更してもよい。また、本実施形態に係るプリンタ２は、スリープ状
態において、所定の電力以下に抑えることを目的としているため、所定の電力以下を達成
できるのであれば何れのデバイスに電力供給が行われてもよい。
【００２５】
　＜インタフェース＞
　次に、図５を参照して、プリンタ２と外部装置との接続環境について説明する。各外部
装置１１１～１１３は、プリンタ制御ユニット２０１上の各インタフェースと接続される
。例えば、ＵＳＢで接続する場合には、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ部１０６にＵＳＢケーブルで外部
装置１１１と接続することにより、当該外部装置１１１から画像データを受信することに
より印字を行うことができる。同様に、ＬＡＮで接続する場合には、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１
０７と外部装置１１２を接続し、ＷＬＡＮで接続する場合には、ＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０
８と外部装置１１３を接続する。これにより、プリンタ２は、各外部装置１１２、１１３
から画像データを受信して印字を行うことができる。
【００２６】
　＜省電力制御＞
　次に、図３を参照して、本実施形態における省電力制御の処理手順について説明する。
以下で説明する処理は、ＣＰＵ１０１及びＲＯＭ１０２に格納されている各種プログラム
（ファームウェア）によって制御される。
【００２７】
　プリンタが印字を終了すると、Ｓ３０１において、ＣＰＵ１０１は、次の印字命令が、
外部装置（ホストコンピュータ等）から有るか否かを判定する。連続した印字命令があれ
ばＳ３０２進み、ＣＰＵ１０１は、次の印字を開始して、印字が終了すると、再びＳ３０
１に戻る。
【００２８】
　一方、Ｓ３０１で連続した印字がないと判定するとＳ３０３に進み、ＣＰＵ１０１は、
印字が終了してからの経過時間が、予め設定された時間を超えているか否かを判定する。
ここで、予め設定した時間を経過していなければ、Ｓ３０１に戻り、印字命令が来ていな
いか否かの判定が行われる。つまり、ここでは、ＣＰＵ１０１は、プリンタ２において最
後に処理が実行されてからの経過時間が一定時間を超えたか否かを判定している。Ｓ３０
３の経過時間をカウントしているカウンタをクリアする条件として、カートリッジの交換
や、ドアオープン等の操作が含まれる。なお、Ｓ３０１では、経過時間が予め設定された
時間を超えている否かを判定しているが、本発明は、画像処理装置の電力状態を変化させ
る条件を満たしたか否かを判定するようにしてもよい。ここで、電力状態を変化させる条
件とは、所定の時刻になった場合や、外部装置からリモートでシャットオフコマンドを受
信した場合等が挙げられる。
【００２９】
　Ｓ３０３で経過時間が予め設定した時間を超えている場合にはＳ３０４に進み、ＣＰＵ
１０１は、ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ部１０６、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０７、ＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０
８のうち、現在何れのインタフェースが接続状態であるかを確認し、Ｓ３０５に進む。こ
こで、外部装置が接続状態にあるとは、プリンタ２が通信可能に当該外部装置と接続され
ている状態を示す。即ち、物理的に接続されているだけでは、上記外部装置が接続状態に
あるとは言えない。Ｓ３０５において、ＣＰＵ１０１は、Ｓ３０４の確認結果に従って、
複数の外部装置が接続状態にあるか否かを判定する。接続状態にある外部装置が複数存在
するのであれば、Ｓ３０８に進み、ＣＰＵ１０１は、シャットダウン処理を行った後、電
源制御部１０４によって装置自体のメイン電源を自動的にＯＦＦし、プリンタ２全体の電
源を落とす。
【００３０】
　一方、接続状態にある外部装置が複数存在しない、即ち、１つであればＳ３０６に進み
、ＣＰＵ１０１は、何れのインタフェースが接続状態であるか否かを判定する。さらに、
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ＣＰＵ１０１は、接続状態にあるインタフェースに従って、０．５Ｗ（ワット）のスリー
プ状態（以下では、０．５Ｗスリープと略記する。）に移行可能か否かを判定する。本実
施形態によれば、プリンタ２は、スリープ電力が０．５Ｗ以下にできるかの情報をＲＯＭ
１０２に予め格納しており、当該情報に基づき、０．５Ｗスリープに移行するか、電源Ｏ
ＦＦするかの判定を行う。例えば、上記情報は、各インタフェースごとに接続状態である
場合の必要電力が定義されている情報である。ＣＰＵ１０１は、これらの情報を参照し、
接続状態にあるインタフェースの情報も用いて、必要最低限の電力を算出することができ
る。ここでは、０．５Ｗのスリープ状態へ移行可能か否かを判定したが、本発明はこれに
限定されず、インタフェースの種類又は数を確認することによってＳ３０６に相当する判
定を行ってもよい。例えば、ＵＳＢ接続であれば電源オフ（第２電力状態）するが、ＬＡ
Ｎ接続であればスリープ状態（第１電力状態）へ移行してもよい。或いは、２つ以上の接
続があれば、電源オフ（第２電力状態）するが、１つ以下であればスリープ状態（第１電
力状態）へ移行してもよい。
【００３１】
　Ｓ３０６において、ＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０８のみが接続状態にあれば、ＣＰＵ１０１
は、ＲＯＭ１０２の情報を参照し、スリープ時０．５Ｗを超えると判定し、Ｓ３０８に処
理を進めて電源をＯＦＦに制御する。一方、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０７のみが接続状態にあ
れば、０．５Ｗスリープが可能であると判定し、Ｓ３０７に進む。
【００３２】
　Ｓ３０７において、ＣＰＵ１０１は、電源制御部１０４によって、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１
０７以外のインタフェース部の電力供給を停止する同時に、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０７も必
要最小限の電力供給に変更し、０．５Ｗスリープへ移行して、Ｓ３０９に進む。また、エ
ンジン制御部１１０に対しても電力の供給を停止し、パネル制御部１０９においては、ス
リープからの復帰スイッチ以外の部分に対する電力供給を停止する。Ｓ３０９において、
ＣＰＵ１０１は、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０７からのプリント命令や、パネルからの復帰スイ
ッチからの命令を受信するまで、スリープ状態を維持し続け、復帰命令を受信したところ
で、Ｓ３０１に戻る。
【００３３】
　以上説明したように、本実施形態に係る画像処理装置は、印字終了後（画像処理終了後
）に、一定時間が経過すると、各インタフェースの接続状態を確認し、０．５Ｗ以下の電
力状態を維持する０．５Ｗスリープへの移行が可能か否かを判定する。０．５Ｗスリープ
への移行か可能であれば、当該状態へ移行するためのスリープ制御を実行し、０．５Ｗス
リープへの移行が不可能であれば、画像処理装置の電源をオフに制御する。これにより、
本実施形態に係る画像処理装置は、より効果的に省電力制御を実行することができ、例え
ば、無駄に電源オフに制御することを低減し、再起動により、無駄な消費電力や待機時間
を低減することができる。
【００３４】
　なお、本実施形態では、印字終了後に一定時間が経過すると、図３で説明したような省
電力制御を実行しているが、本発明はこの制御に限定されない。例えば、本発明は、画像
処理装置において、何れの処理も行われていない時間が一定時間を超えると、省電力制御
を行うようにしてもよい。また、本実施形態では、スリープ状態への移行条件として０．
５Ｗを基準としているが、これは一例であり、当該画像処理装置が配置されるシステムに
応じて変更されてもよい。
【００３５】
　＜第２の実施形態＞
　次に、図４及び図６を参照して、本発明の第２の実施形態について説明する。上記実施
形態においては、インタフェースの接続状態を確認し、複数の外部装置が接続状態にあれ
ば、０．５Ｗスリープを満足できないと判断し、電源をＯＦＦする制御を行っている。し
かしながら、本実施形態では、複数の外部装置が接続状態にある場合であっても、当該イ
ンタフェースに優先順位を付けて、特定のインタフェースを活かした状態で、即ち、それ
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以外のインタフェースの接続状態を切断して、スリープモードに移行する制御を行う。な
お、上記第１の実施形態と同じ構成及び制御については説明を省略する。
【００３６】
　＜省電力制御＞
　以下では、図４及び図６を参照して、本実施形態における省電力制御の処理手順につい
て説明する。以下で説明する処理は、ＣＰＵ１０１及びＲＯＭ１０２に格納されている各
種プログラム（ファームウェア）によって制御される。なお、Ｓ４０１乃至Ｓ４０４の処
理は、図３のＳ３０１乃至Ｓ３０４の処理と同様であるため説明を省略する。
【００３７】
　Ｓ４０５において、ＣＰＵ１０１は、接続状態にあるインタフェースの数に関係なく、
０．５Ｗ以下のスリープ移行が可能か否かを判定する。具体的には、ＣＰＵ１０１は、Ｒ
ＯＭ１０２に格納された図６の管理テーブル６００を参照し、０．５Ｗスリープが達成で
きるか否かを判定し、達成できなければＳ４０６に進み、達成できればＷＳ４０９に進む
。なお、本実施形態では、達成できない場合には後述するＳ４０６乃至Ｓ４０８の判定を
行うが、これらの判定を行わずにＳ４１０に進んで、プリンタ２を電源オフに制御しても
よい。
【００３８】
　ここで、図６の管理テーブル６００について説明する。管理テーブル６００は、接続状
態６０１と、０．５Ｗ以下６０２と、優先順位６０３との情報を紐付けて定義している。
接続状態６０１には、接続状態にある各インタフェースの組み合わせが定義される。また
、０．５Ｗ以下６０２には、接続状態６０１にあるインタフェースにおいて、０．５Ｗ以
下を達成できるか否かの可否情報が定義される。例えば、図６においては、接続状態６０
１がＵＳＢ又はＬＡＮの場合は、０．５Ｗ以下が可能であると定義されており、それ以外
のインタフェースや組み合わせでは０．５Ｗ以下が達成できないことが定義されている。
【００３９】
　優先順位６０３には、複数のインタフェースが接続状態にある項目において、接続状態
を優先させるインタフェースの情報が定義される。したがって、単独のインタフェースで
は優先順位の情報は定義されない。図６を参照すると、例えば、接続状態６０１がＵＳＢ
＋ＬＡＮの場合、即ち、ＵＳＢ（ＵＳＢ　Ｉ／Ｆ部１０６）と、ＬＡＮ（ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ
部１０７）とが接続状態にある場合には、優先順位６０３に指定されたＬＡＮの接続状態
を優先的に維持することになる。
【００４０】
　図４の説明に戻る。Ｓ４０６において、ＣＰＵ１０１は、０．５Ｗを単独の接続で超え
ているか否かを判定し、単独の接続でも０．５Ｗを満足できない場合には、Ｓ４１０に進
み、プリンタ２を電源オフに制御する。一方、複数の外部装置が接続状態にある場合で０
．５Ｗを満足できない場合には、Ｓ４０７に進む。
【００４１】
　Ｓ４０７において、ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２に格納された管理テーブル６００を
参照して、優先順位の確認を行う。なお、この管理テーブル６００内の優先順位は、ユー
ザによって任意に設定することができる。ここでは、例えば、ＵＳＢ、ＬＡＮが接続状態
にある場合について説明する。
【００４２】
　ＵＳＢ、ＬＡＮが接続状態にある場合、ＣＰＵ１０１は、管理テーブルを参照して、優
先順位６０３にＬＡＮが予め設定されているため、スリープに移行する際のインタフェー
スがＬＡＮに決定される。
【００４３】
　Ｓ４０８では、図６の管理テーブルを基に、ＬＡＮでスリープした場合の消費電力が確
認され、０．５Ｗ以下であるため、ＬＡＮの単独接続に切り替えることを想定する。その
場合、管理テーブル６００の０．５Ｗ以下６０２には、ＬＡＮが０．５Ｗ以下を達成する
ことができると定義されているため、ＣＰＵ１０１は、０．５Ｗ以下が可能であると判定
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できないと定義されていれば、ＣＰＵ１０１は、処理をＳ４１０に進めて、プリンタ２を
電源オフに制御する。
【００４４】
　Ｓ４０９において、ＣＰＵ１０１は、電源制御部１０４によって、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１
０７以外のインタフェース部の電力供給を停止すると同時に、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０７も
必要最小限の電力供給に変更する。なお、上記Ｓ４０８の判定からＳ４０９に進んだ場合
には、接続状態にあるＵＳＢ　Ｉ／Ｆ部１０６への電源供給が停止されることになる。こ
のように、本実施形態では、上記第１の実施形態とは異なり、複数の外部装置が接続状態
にある場合であっても、予め定められた優先順位に従って、何れかの接続状態にあるイン
タフェースへの電源供給を停止する。また、エンジン制御部１１０に対しても電力の供給
を止め、パネル制御部１０９においては、スリープからの復帰スイッチ以外の部分に対す
る電力供給を停止する。Ｓ４１１において、ＣＰＵ１０１は、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ部１０７か
らのプリント命令や、パネルからの復帰スイッチからの命令を受信するまで、スリープ状
態を維持し続け、復帰命令を受信したところで、Ｓ４０１の状態に戻る。
【００４５】
　以上説明したように、本実施形態に係る画像処理装置は、省電力制御を行う際に、現在
の接続状態から管理テーブルに従って０．５Ｗ以下を達成できるか否かを判定する。さら
に、本画像処理装置は、０．５Ｗ以下を達成できない場合であって、かつ、複数の外部装
置が接続状態にある場合には、優先順位に従って何れかの外部装置への電源供給を停止す
ることにより０．５Ｗ以下が達成できるか否かを判定する。これにより、本実施形態に係
る画像処理装置は、より効果的に省電力制御を実行することができ、例えば、無駄に電源
オフに制御することを低減し、再起動により、無駄な消費電力や待機時間を低減すること
ができる。
【００４６】
　＜その他の実施形態＞
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（又はＣ
ＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
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